
15 OMAEZAKI

　後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所
得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
　この保険料率は医療費の増加などを見込んで２年ごとに算定されています。医療制度改正により、令和６年４月
から出産育児一時金の費用を後期高齢者も支えていく仕組みなどが導入され、令和６・７年度の保険料率と賦課限
度額が次のように改定されました。なお、一部の被保険者には、激変緩和措置（※１※２）が講じられます。

照　会　市民課 国保年金係　☎０５３７�１１７１

区分 令和４･ ５年度 令和６･ ７年度
所得割率 8.29 ％ 9.49 ％（※１）
均等割額 42,500 円 47,000 円

一人当たり
平均保険料額（年額） 71,672 円 81,790 円

賦課限度額 66 万円 80 万円（※２）

▶令和６・７年度の保険料率と賦課限度額

※１　令和５年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない人に対して課する令和６年度の所得割率は、8.80％とする。
※２　令和６年度の賦課限度額は、次に該当する人は73万円とする。
　　　・昭和24年３月31日以前に生まれた人
　　　・�令和７年３月31日以前に高齢者の医療の確保に関する法律第50条第２号の認定（障害認定）を受け、被保険者の資格を有している人
　　　　　�ただし、昭和24年４月１日から昭和25年３月31日までに生まれた人で75歳に達した後に、当該認定を受けた都道府県内に住

所を有しなくなった人を除く。

・年間保険料の計算方法（令和６・７年度）　※100円未満の端数は切り捨て

年間保険料
（限度額 80 万円） ＝＝

均等割額
＋＋

所得割額
47,000 円 （前年の総所得金額等－ 43 万円）× 9.49 ％

・保険料の納付について
　後期高齢者医療保険料は毎年 8月に決定します。納付方法は、年金からの天引きとなる「特別徴収」か、納付
書または口座振替による「普通徴収」のどちらかになります。

特別徴収
（年６回）

４月 ６月 ８月 10 月 12 月 ２月

仮徴収 本徴収

前年の所得が確定していないため、仮算定され
た保険料額を納めます。

確定した年間保険料額から仮徴収額を差し引い
た額を、3 回に分けて納めます。

普通徴収
（年８回）

８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月

年度途中で 75 歳になった時や他市町村から転入した場合など特別徴収に該当しない人は、普通徴収
となり、納付書または口座振替による納付となります。
確定した年間保険料額を８月から３月まで、８回に分けて納めます。
※納め忘れ防止のため、口座振替の申請をおすすめします。希望者は金融機関または照会先で手続きをお願いします。

▶均等割額の軽減対象の拡大
　均等割額の５割軽減および２割軽減について、所得の低い人の負担軽減を図るため、軽減判定所得基準額が引
き上げられ、軽減対象者が拡大されました。

区分 令和５年度 令和６年度

５割軽減 43 万円 ＋（※給与所得者等の数－１）×
10 万円 ＋ 29 万円 × 被保険者数　以下

43 万円 ＋（※給与所得者等の数－１）×
10 万円 ＋ 29 万 5 千円 × 被保険者数　以下

２割軽減 43 万円 ＋（※給与所得者等の数－１）×
10 万円 ＋ 53 万 5 千円 × 被保険者数　以下

43 万円 ＋（※給与所得者等の数－１）×
10 万円 ＋ 54 万 5 千円 × 被保険者数　以下

※給与所得者等は、給与収入55万円超または公的年金などの収入金額が110万円超（65歳未満は60万円超）の人

　均等割額の軽減判定所得基準額（世帯主および世帯の全ての被保険者の総所得金額等の合計）

後期高齢者医療の保険料率などが改訂されます


